
 

 

 

 

 

 

ストップ・リニア！訴訟 
第２２回口頭弁論 

― 原告側がリニアの走行方式、地震

対策について危険性を指摘 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 ストップ・リニア！訴訟第２２回口頭弁論

が３月１０日午後２時から東京地裁で開かれ

ました。午後１時過ぎから地裁前で集会が行

われ、川村晃生原告団長、関島保雄弁護団共

同代表の挨拶に続いて、大深度地下工事差止

訴訟を起こしたリニアから住環境を守る田園

調布住民の会、同じく大深度工事認可取消確

認訴訟の外環ネット、それにリニア工事反対

を表明しているＪＲ東海労から連帯の挨拶が

ありました。この日の傍聴席は今回も新型コ

ロナウイルスの影響で４５席に制限され、傍

聴券の抽選には８２人が並びました。 

午後２時からの口頭弁論では、双方の準備 

書面の提出が確認され、原告側から代理人の

白根心平弁護士がリニア新幹線の安全性や地

震などの対策について、スライドを交えて問

題点を明らかにする意見を陳述しました。最

後に原告側代理人が原告側の求めている鉄道

施設周辺の２５００分の１の地図の提出等に

ついて裁判長の強い訴訟指揮を求めました。

傍聴人退出の後行われた裁判官の現場見分に

関する協議については４Ｐに記載します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 の保全について広範な原
告適格を認めるべき～反 
 

 

 

 

 

 

事故、大地震で乗客の救助は困難 

～白根心平代理人の意見陳述 
第１ リニア新幹線に利用される技術の安全

性の弱点～ 

初めに、リニア新幹線に利用される技術につ 

いてその安全性の弱点を述べます。参加人（Ｊ

Ｒ東海）が採用する磁気浮上式列車の構造的特

徴は、大きく分けて三つあります。第１に、地

上コイルと車上コイルから構成される磁気浮上

式リニアモータであること。第２に、浮上時に

は支持輪タイヤ及び案内輪タイヤが車両台車に

収納される仕組みであること。第３に、側壁ガ

イドウェイを有する構造であることです。これ

らの構造のそれぞれについて、安全性の弱点が

存在します。 

１ 磁気浮上式リニアモータ 

 通常のモータは、ケース内に内包された電磁

機械であるのに対し、リニアモータは車両の外

側に電磁力が及びます。磁場が周囲に広がるこ

とは避けられません。風雨、雪、雹
ひょう

、落雷な

どの気象条件、鳥などの飛来物の影響を受けや

すくなります。さらに、通常の電車では多数の

モータを搭載しており、それらが車輪を回転さ

せる駆動力を提供するため、モータの一つが故

障しても致命的にはなりません。しかし、リニ

アモータでは、列車の位置と速度を検出しコン

トロールセンターに送信し、そこから地上コイ

ルの電流を制御して駆動するため、その制御に

狂いが生じた場合、列車が急加速等の異常な動

きをするおそれがあります。 

２ タイヤ  

磁気浮上式列車は、本来、完全に浮上して走

行するものですが、速度が１６０km/h以下で

は浮上力が得られません。浮上力が得られるま

で車両の下に支持輪タイヤ、横に案内輪タイヤ

を出してガイドウェイ内の位置を保持します。 

                                                第 26号 2022年 3月 22日発行 

発行 リニア新幹線沿線住民ネットワーク   http://linearstop.wix.com/mysite 



時速１６０㎞は相当に高速であり、着地の

際には車両を持ち上げる大きな力が加わるた

めタイヤの摩耗・劣化が激しくなります。非

常時に接地する際大きな力が加わり、パン

ク・発火に至る事態も想定されています。タ

イヤの出し入れに使われる油圧ポンプのオイ

ルも可燃物です。 

３ ガイドウェイ 

 リニア新幹線で採用された側壁ガイドウェ

イ方式は、脱線という現象がないため安全だ

と言われます。しかし脱線しなければ安全と

いうわけではありません。通常の走行状態に

おいては、リニアの車両はガイドウェイには

接触しませんが、地震や地盤崩壊などでガイ

ドウェイが大きく振動・変形した場合には、

磁力を介し列車も大きく振動しガイドウェイ

に接触します。 

 また、側壁ガイドウェイ方式は脱線しにく

いかわりに、別のリスクが存在しています。

それはガイドウェイ内に落石、動物、トンネ

ルや列車からの落下物が入った場合、列車に

衝突して線路外に跳ね飛ばされるのではな

く、車両の下に巻き込まれてしまうというこ

とです。ガイドウェイと列車の間の１０㎝程

度の隙間に絶えず高速の空気流があり、障害

物はここに吸い込まれます。鉄板などの金属

類が超電導磁石に引き付けられ台車と側壁の

隙間に巻き込まれた場合、列車と側壁が損傷

し連鎖的な事故に繋がる危険性があります。 

第２ 活断層とリニア新幹線 

 １ 活断層と内陸型地震 

 地面を掘り下げていくと最後は固い岩の層

に到達します。この岩の中には無数の割れ目

があり、通常、この割れ目は互いにしっかり

とかみ合っています。しかし、ここに大きな

力が加えられると割れ目が壊れてズレます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跳ね上げられてしまいます。 

この割れ目が壊れてズレる現象を「断層」活動

と言い、そのズレた衝撃が振動として地面に伝

わったものが地震となります。「断層」のうち

将来も活動すると考えられる断層のことを「活

断層」と呼びます。 

 日本列島をのせている陸のプレートの内部は

プレートの移動によって圧縮されたひずみが蓄

積し続けており、このひずみが限界まで達する

と、プレート内部の脆い場所（＝断層）が壊れ

てズレ動くことになります。これを「内陸型地

震」と言います。内陸型地震は、地下の比較的

浅いところで起きるため、我々の生活に大きな

被害をもたらします。活断層はこの「内陸型地

震」を起こす原因でもあります。 

２ 活断層を無視した中央新幹線小委員会 

 ２０１６（平成２４）年５月の参議院国土交

通委員会において、リニア新幹線の活断層に対

する安全性について質疑が行われました。委員

の質問に対し文部科学大臣官房審議官は、リニ

ア新幹線が６つの活断層と交差することを認

め、国交省鉄道局長は、個別の活断層のズレに

対する評価はしていないことを認めました。 

 これらの活断層には、政府の地震調査研究推

進本部が公表しているデータのうち、「３０年

以内の地震発生率」が相対的に最も高い部類と

される「Ｓランク」の活断層も含まれます。 

３ リニア新幹線が横切る主要活断層 

 リニア新幹線が横断するこれらの断層帯のい

ずれかでＭ７以上の大地震が起こると乗客の救

助・救出、路線の復旧に困難が生じます。 

 リニア新幹線が横切る活断層は水平面に対し

垂直に力が加わる「縦ズレ」のうち、水平に圧

力が生じる「逆断層」が多数です。「逆断層」

のズレの場合は、数メートルの段差を生じるだ

けでなく、隆起側が沈降側に斜めに伸し上げる

形になり、地盤の短縮が生じます。山岳トンネ

ルは路盤から天井までが７．７メートルですが

その半分位が食い違ってしまうことも起こり得

ます。そうなると、列車はちぎられ砕かれて一

部が地山に咥えこまれてしまいます。時速５百

キロが瞬間的にゼロになった時、断層運動に直

接巻き込まれなかった車両であっても、乗客は 

跳ね上げられてしまいます。 
 

（
国
土
地
理
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 最寄りの斜坑も破壊されてしまえば、救助隊

はトンネル立坑から立ち入ると想定されます

が、ズレ破壊した断層から離れたトンネル内で

も破損が多かったり、車両やガイドウェイが破

壊され散乱していたり、大量の出水があったり

などして容易にずれ破壊現場には近づけない

ことが考えられます。 

 火災との関係でいえば、リニア新幹線には、

側壁の地上コイルに加えて、誘導集電のための

給電コイルが路盤面に設置されることになっ

ていますが、これによってガイドウェイ内の可

燃物がさらに増えることになります。リニア新

幹線は大部分がトンネル構造であり、トンネル

内で火災が起きた場合、プラスティックやゴム

が燃えるときに発生する有毒ガスと煙でトン

ネル内が充満し、消火作業も困難を極めること

が予想されます。 

第３ 南海トラフ巨大地震とリニア新幹線 

１ ４枚のプレートと南海トラフ地震 

 日本列島は、太平洋プレート、フィリピン海

プレートなど４枚のプレートがせめぎあう真

っ只中に存在しています。駿河湾沖～御前崎沖

～日向灘沖に溝が延びていて、御前崎沖より北

は駿河トラフ、西は南海トラフと呼ばれていま

す。フィリピン海プレートはトラフから北西向

きに年間３～５㎝の速さで日本の陸のプレー

トの下に沈み込んでおり、トラフ陸側を震源域

とするＭ８クラス以上の巨大な地震を引き起

こします。これが南海トラフ地震です。 

２．南海トラフ巨大地震と想定震度 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

  

地震調査研究推進本部は２０２１（令和

３）年１月１日から３０年以内の発生確率を 

  ７０～８０％と評価しています。３０年以内

の地震発生確率が３％程度であれば、地震本

部が相対的に最も地震が発生し得ると位置付

ける「Ｓランク」の活断層に該当することか

らすれば、南海トラフの３０年以内の地震発

生確率７０～８０％がいかに高い確率である

かがわかります。 

 内閣府の南海トラフ巨大地震モデル検討委

員会は、最新の研究結果に基づいて、「震度

の最大値の分布図」策定しました。これによ

れば、南海トラフ地震の際、リニア新幹線の

沿線では最大深度６強から６弱の地震が発生

することになります。 

３ トンネルからの避難ができない 

 リニア新幹線が開業し、運行時間帯に南海

トラフ地震が起これば、全列車が緊急停車す

ることになるでしょう。ほぼ確実に広域停電

が発生し、上下線合わせて 10数本の列車が

停まり、数千人から 1万数千人の乗客が避難

することになります。 

 山岳トンネル内で停車した場合、乗客は幅

１ｍほどの通路を徒歩で数キロ先の斜坑取付

部まで歩きそこから斜坑を歩いて地上に脱出

することになります。一例を挙げると、品川

から西へ約１５０km、本線の中央部地点付近

（静岡県の田代ダム上流）で停車した場合、

最寄りは西俣斜坑ですが、トンネルから地表

までの標高差は約３２０ｍ、長さは３．５ｋ

ｍもあります。何とか地上に出られたとして

も、そこは日本第 6位の高峰である悪沢
わるさわ

岳
だけ

（３１４１ｍ）の中腹１５００ｍの高所で

す。夏でも大岩が転がり、冬は南アルプスど

真ん中の雪山です。避難する乗客の絶望は想

像を絶することになるでしょう。 

第４ 結論 

 このようにリニア新幹線の構造は地震の被

害に対して決して強いとは言えず、かえって

人命救助を困難にさせると言えます。 

 事前の検討段階における地震被害への軽視

も考え併せれば、その安全性には大いに問題

があるといえ、甚大な被害をもたらしかねな

い重大な欠点が存在すると言えます。以上 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

裁判所、リニア山梨実験線の 

現地見分に強い意欲示す 

 口頭弁論終了後、午後３時３０分ら衆議院

第二議員会館で報告集会が開かれ約６０人

（別にリモート参加８人）が参加しました。 

 集会の中で原告代理人の横山聡弁護士が、

意見陳述後非公開で行われた進行協議につい

て、「原告側が提案した裁判所による山梨実

験線の被害の現地見分について見分のタイム

スケジュールを示した。この席で市原義孝裁

判長は行きたいという意向を強く示し、当日

は午前中も含め一日がかりの予定を示してほ

しいとの要請があった」と述べ、秋に現地見

分が行われる可能性があると報告しました。 

今後、証人の陳述、沿線被害の再陳述も 

 横山弁護士は今後の訴訟進行について、ル

ートや鉄道施設と原告の居住地の関係を明ら

かにするため主要地点の２５００分の１の地

図の提供を参加人のＪＲ東海に求めること、 

また、証人参加を実現すること、沿線の原告

に改めてリニアの影響、被害に関し意見陳述

をしてもらう等を進めたいと述べました。 

 集会では、半年間でトンネル工事が相次い

で発生していることに抗議し、ＪＲ東海と国

に工事中止と事業見直しを求める声明を全会

一致で採択しました。 

この日はリニアや大深度工事で裁判を起こ

している団体が多く参加し、短時間でしたが

それぞれから現況を報告しました。(右欄) 

 

 

外環道大深度工事差し止めの仮処分申請者  

丸山重威さん 

 東京地裁は２月２８日、東京外環の東名ＪC～中央

ＪCTの約９キロの大深度工事について国と東日本高速

道路に工事中止を命じる決定をしました。決定書には

私の名前が２０数回も出てきて、陥没した地点の真上

には住んでいないが近いということで、工事中止の決

定を行ったが、その後事業者は大泉方面で大深度工事

を再開しました。シールドマシン７台のうち５台は動

いています。私たちは初めから全体の工事を中止する

よう求めているので、抗告をしました。 

静岡リニア工事差止訴訟原告団事務局長 

               芳賀直哉さん  

 大井川の水量維持と南アルプスの生態系保全を求め

て裁判を起こし、原告１１９名が工事の差し止めを求

め、これまで５回の口頭弁論が行われています。国交

省の有識者会議は中間報告で、工事によって山梨県側

に流れる地下水を２０年にわたって汲み上げ静岡側に

戻すとしているがそんなことが可能とは思えません。 

熱海の土石流災害を契機に静岡県でも盛り土規制条例

の実現化が進んでいます。知事が許認可権を持つ条例

になると思います。 

田園調布（東京）リニア工事差し止め訴訟原告 

               三木一彦さん 

 裁判はこれまで２回の口頭弁論を行い、原告が工事

による被害などについて意見を述べました。私たちの

訴訟の主旨は大深度法の違法性と大深度工事の危険性

です。調査を十分しないでＪＲ東海は工事をしようと

しており、今調査掘進と称して本格工事の準備を進め

ています。大深度法は国が認めれば住宅の地下に勝手

に立ち入ってもいいというもので、住民が大深度地下

を使う時代になってもリニアトンネルがあるために地

権者の権利を行使できなくなってしまいます。 

 南アルプス市（山梨）リニア工事差し止め訴訟原告 

    志村一郎さん（川村晃生さんが報告代行） 

 この訴訟は、地上部の高架とそこを走るリニアによ

る騒音、振動、日照被害、微気圧による被害とそれに

相当する補償を求めるもので、これまで１０回の口頭

弁論でＪＲ東海は対策も補償も誠意を見せていませ

ん。緩衝地帯を片側３０ｍ設けよと求めているが、保

守車両用の４ｍの道路しかＪＲ東海は考えていませ

ん。当初８人の原告で裁判を始めましたが、私も加わ

りたいという人たちが増えて３４人が補助参加人とし

て原告側に加わりました。 

この後、広島高速５号二葉山トンネル工事の報告が

国土問題研究会の越智秀二さんからありました。 

 

ストップ・リニア！訴訟次回裁判は 
６月１６日１４：００ 東京地裁 

中間判決控訴第１回裁判は 
  ６月３０日１４：００ 東京高裁 


